
新型コロナウイルス感染症の状況及び
本市の取組みについて

第４回新型コロナウイルス感染症対策本部会議
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令和２年２月２０日
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・２月18日12：00現在、53例の患者、13例の無症状病原体保有者が確認されている。

※１ うち日本国籍37人
※２ チャーター便帰国者事例の764人については、付添１名を含む。

１国内の発生状況
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２相談・受診の目安
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３検査対象者の拡大（R2.2.17）
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（１）市民、関係機関・団体等への情報提供・周知

・高齢者施設等関係者へ再度情報提供・注意喚起
・市ホームページ掲載
・各種会合、相談対応時等の情報提供

４ 情報提供・注意喚起（予防対策）
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（２）チラシ等の多言語化

・相談窓口の周知
・感染予防対策リーフレット （タイを追加）
対応言語：英語・中国語・韓国語・タイ語

（ベトナム語・インドネシア語作成中）



●「帰国者・接触者相談センター」
【電話番号】 ０２４－５３５－８６６２
【対 象】 ➀風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続いている

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）
➁ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
以下のような方は、重症化しやすいため、➀又は②の状態が２日程度続く場合
・高齢者
・糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）がある方や透析を受けている方
・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

●新型コロナウイルス感染症に関する相談専用電話
【電話番号】 ０２４－５３５－８６６１
【受付時間】 午前8時30分～午後5時15分 （土・日・祝日を含む）
【対 象】 ・発熱や呼吸器症状の有無に関わらず、心配な方、気になる方
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５相談体制
（１）相談体制と対象
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（２）市民等からの相談対応状況

（件）

【主な相談内容】
・検査について
・症状について
・予防法
・感染の不安
・受診について
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５相談体制

計 １２５件 （１月２３日～）



（３）医療機関からの相談対応状況

（件）

【主な相談内容】
・検査について
・患者からの相談
対応について
・院内感染対策
について
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５相談体制

計 ３１件 （１月１８日～）



■ 「新型コロナウイルス感染症等対策県北地域医療会議病院部会」

２月１９日（水） 19時～ 場所：市保健福祉センター

（参加者） 県北地区医療機関
県北地区消防本部
県北保健所 福島市保健所

（内 容） 情報共有・協議
・新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安について
・今後の医療体制について

６医療体制（情報共有・連携）
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（消防本部）

１１９番受信時から
スイッチＯＮ

市保健所との連携強化 救急資器材の確保

・救急隊への事前情報提供

・救急隊の感染防護の徹底

・スムーズな現場対応

～二次感染防止（救急隊員を含む）と資器材の確保による救急業務の継続～

※発生状況等により随時対応要領を更新し、職員へ周知※

・感染防護に関する助言

・受入医療機関の情報提供

・搬送後の救急隊員の健康管

理に関するフォロー

・救急車の消毒に関する助言

・感染防護資器材

（マスク(N95を含む)、ゴーグル、

グローブ、ガウンなど）

・消毒液

（消毒用エタノール、次亜塩素

酸ナトリウムなど）

６医療体制（情報共有・連携）
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